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 第 51 回 岩手県環境審議会大気部会 会議録［要旨］ 

 

１ 開催日時 

  令和７年２月６日（木）10：00～11：30 

 

２ 開催場所 

トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館） ４階 第１会議室 

 

３ 出席者 

 【委員（敬称略、50音順）】 

小野澤 章 子 

小野寺 真 澄（リモート出席） 

齊 藤 貢 

丹 野 高 三（部会長） 

 

 【事務局員（岩手県環境生活部環境保全課）】 

環境担当技監心得兼環境保全課総括課長 加 藤 研 史 

技術主幹兼環境調整担当課長      阿 部 規 子 

総括主任主査             川 又 康 明 

主  査               昆 野 智恵子 

主  任               橋 本 裕 子 

技  師               黒 澤 結 香 

技  師               村 上 大 貴 

 

 【その他の出席者（オブザーバー）】 

盛岡市環境部環境企画課  

主  事          太 田 桃 

       

４ 議 事 

(１) 審議事項  

ア 大気部会長の選任及び部会長の職務代理者の指名について 

 

○加藤総括課長 

議長は、審議会条例により部会長が行うこととされておりますが、部会長が決まるまで、事務 

局が進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

なお、本部会における審議事項については環境審議会運営規程の別表１、議決事項については

別表２のとおりとなっております。 

議事のア部会長の選任についてですが、岩手県環境審議会条例により委員の互選となっており

ますが、事務局としましては前部会長である丹野委員に引き続き部会長をお願いしたいと考えて

おります。皆様、丹野委員を部会長に選任することについて、御異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○加藤総括課長 

 異議なしとのことですので、部会長は、丹野委員にお願いいたします。 
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それでは、ここからの進行につきましては、丹野部会長にお願いいたします。 

丹野部会長は席の御移動をお願いします。 

 

○丹野部会長 

 それでは、次第によりまして議事を進めてまいります。 

「部会長職務代理者の指名」についてですが、職務代理者は、部会長があらかじめ指名するこ

ととなっております。 

部会長職務代理者につきましては、齊藤委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

○丹野部会長 

異議なしとのことですので、職務代理者は、齊藤委員にお願いいたします。 

 

(１) 審議事項  

イ 大気汚染防止法に基づく令和７年度大気汚染調査測定計画について 

(２) 報告事項 

ア 令和５年度測定結果（大気）について 

（資料１－１、資料１－２により事務局から説明） 

 

○丹野部会長 

ただいま、事務局から説明がありました内容について、質問、意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

○齊藤委員 

資料１－１、参考２の PM2.5の成分分析の結果を今後評価されると思いますが、その評価がどの

ように生かされるのか教えていただきたいです。 

 

○事務局 

 御存知のとおり PM2.5は、粒子径で分けられた物質になりますので、例えば同じような PM2.5の測

定値が示されていても地点ごとに成分に違いが見られます。そのため、成分の組成割合の違いか

ら発生原因などを推定することができます。 

また、環境省が四季に合わせてそれぞれ１回ずつ測定するよう全国的に依頼しており、本県も

結果を環境省に報告し、国においてもデータの整理を行っているところです。 

 

○齊藤委員 

ありがとうございます。令和６年度までは久慈市で測定し、令和７年度から盛岡市に地点を変

更するということでしたが、先ほど発言があったとおり、発生源を特定となると、久慈市は沿岸
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地域で盛岡市は内陸地域ですので、恐らく結果が変わることが想定されますが、県として成分分

析をやるのではなく、あくまで環境省に結果を報告するということでしょうか。 

 

○事務局 

 県としても久慈市などで測定しておりますので、結果を比較して発生源の特定に繋げていきた

いと思います。また、成分分析は、これまで宮古市、奥州市、一関市、久慈市で実施しており、

盛岡市で３年ほど実施しましたら、次は釜石市での測定をもって県内で PM2.5の測定機を設置して

いる全地点のデータが揃うことになりますので、そこから傾向等の分析をして今後に生かしてい

きたいと思います。 

 

○齊藤委員 

ありがとうございます。 

 

○小野澤委員 

 資料１－１の参考１、10 年間の推移を図で示していただいたところですが、発生源を特定して

排出を抑制するという指標の部分と安定的で問題のない状況だということを監視する役割の両方

を兼ねていると思いますが、発生源を特定して抑え込むというような緊急性の高いものがどのデ

ータで目的の違いはあるのか教えていただきたいです。 

 

○事務局 

 測定局を置いている常時監視地点につきましては、資料１－２の１ページ表－１に示すとおり

属性というものがあり、一般的な環境を監視する目的で設置していますが、ただ PM2.5は新しく測

定項目となった、過去に環境基準を達成しない局があった物質になりますので、そのあたりは、

一般環境といいながらも、発生源からの影響がどのようになっているのか監視している局ともな

っています。 

それに対し、有害大気汚染物質等について、資料１－２の２ページ表－２に示すとおり、盛岡

市から大船渡市は、地点区分に全国標準とあり、一般的な環境を経年的に監視する地点として設

置しております。一関市三反田について、沿道というところに丸がありますが、交通量が多いと

ころに設置しておりますので、自動車からの排気ガスの影響を監視するために設置しています。

一関市東山と住田町は発生源からの影響を把握するために設置しています。 

大まかにこのように分類されていますが、実際、一般的な環境の監視により、発生源の影響を

監視することにもなります。 

 

○小野澤委員 

 ありがとうございます。発生源からの影響を予測して、積極的に対策を打つためのデータとい

うことで今後も測定いただきたいと思いました。 

 



4 
 

○丹野部会長 

他にいかかでしょうか。 

 無いようであれば、令和７年度大気汚染調査測定計画について、事務局案のとおりお認めいた

だいたということにさせていただきたいと思います。 

 

(１) 審議事項 

ウ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく令和７年度ダイオキシン類調査測定計画につい

て 

(２) 報告事項 

ア 令和５年度測定結果（ダイオキシン類）について 

（資料２－１、資料２－２により事務局から説明） 

 

○丹野部会長 

ただいま、事務局から説明がありました内容について、質問、意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

○齊藤委員 

 特に発生源周辺におけるダイオキシン類の測定を実施している地点は、水質や土壌が測定され

る場所と関係性がある地点を選定しているものでしょうか。 

 

○事務局 

 大気、水質及び土壌を測定している地点について、関係性があるものではございません。 

 

○齊藤委員 

 令和７年度の計画で関係性ないものとして承知しました。 

今後は、大気、水質及び土壌の地点を同じ地点で測定したほうがよろしいかと思いますが、い

かがでしょうか。 

 

○事務局 

 いただいた御意見を踏まえて、次回、６か年のダイオキシン類に係る調査測定方針を策定する

際に検討したいと思います。 

 

○小野澤委員 

 齊藤委員が御質問したことに関連して、世間で PFAS など発生源が断定できないことで汚染が拡

散するケースがあり、地下だけではなく地上も汚染源となっていることがあるかと思いますので、

汚染源の早期発見のためには、大気、水質及び土壌の地点を一致させ、結果を比較することが必

要だと思いました。 
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○事務局 

 御意見ありがとうございます。 

 

○小野寺委員 

 発生源が特定されている地点については、何かしらの対策がされているものと思いますが、発

生源が特定されていない地点が存在することも考えられますので、発生源と疑われる地点を設け

る方法もあるかと思います。 

 

○事務局 

 御意見ありがとうございます。 

 

○丹野部会長 

 ただいま諮問しているダイオキシン類測定計画と先ほど諮問した大気汚染防止法に基づく測定

計画も含めて、今回委員から御意見いただいたところは次回反映することがよろしいかと思いま

す。 

 

○事務局 

 重要な御指摘ありがとうございます。大気、ダイオキシン類に限らず水質についても広く全体

をモニタリングしている部分と排出源を特定している部分については、ターゲットを絞った形で

その周辺を測定する方法の両方を実施しております。 

 今後は全体を把握するように計画を策定し、測定していることを強調できるような説明の仕方

をして参ります。 

 

○丹野部会長 

 一般環境のモニタリングの観点も変化を捉える上では重要だと思いますので、今回の諮問事項

から外れましたが、御検討よろしくお願いいたします。 

 

○丹野部会長 

他にいかかでしょうか。 

無いようであれば、令和７年度ダイオキシン類調査測定計画について、事務局案のとおりお認

めいただいたということにさせていただきたいと思います。 

 

(１) 審議事項 

エ 騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の変更について 

（資料３により事務局から説明） 
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○丹野部会長 

ただいま、事務局から説明がありました内容について、質問、意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

○齊藤委員 

 最後に説明のあった金ケ崎町寺下において、現在の準工業地域と工業専用地域を解除して無指

定地域にするということですが、金ケ崎町としてはこの場所に工場かなにかを建設する予定だっ

たものを建設しないと方針を転換したことでしょうか。 

 

○事務局 

 元々の都市計画が金ケ崎町で策定されたのが昭和 48年で、時期を同じくして岩手県として現在

の岩手中部工業団地等の地域一帯を、工業地帯地域として、整備していく方針が示されたことで、

寺下地区は指定されていましたが工業専用地域として利用されていなかった経緯がありました。 

今回、当該地域の北側に伝統的建造物群等が存在し、また、当該地区は全域が北上川及び胆沢

川の浸水想定区域に指定されていることから、開発行為というのを推進していく地区としては除

外する方針となり、住民説明会等を行い、このような都市計画に定めたというように金ケ崎町か

ら伺っております。 

 

○齊藤委員 

 ありがとうございます。 

 

○丹野部会長 

他にいかかでしょうか。 

無いようであれば、騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の変更について、事務局案の

とおりお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。 

 

(２) 報告事項 

イ 自動車騒音、新幹線鉄道騒音・振動及び航空機騒音測定について 

（資料４－１～資料４－６により事務局から説明） 

 

○丹野部会長 

ただいま、事務局から説明がありました内容について、質問、意見等ございましたらお願いい

たします。 

 

○齊藤委員 

 新幹線騒音の件で、３年間も連続して基準値を超過している地点については、事業者には対策

を要望しているところと思いますが、その後何か変化はありますでしょうか。 
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○事務局 

 岩手県高速交通連絡協議会等で、測定結果は事業者様にお伝えしており、10 県協議会でも、会

議の中で、JR東日本の本社の方から、東北新幹線沿線において、75デシベルを超過する地点が非

常に多いことについて、問題意識を持って対応しているとお話いただきました。 

 また、徐々に達成率が悪化している状況や昔より音が大きくなったとの苦情についても認識さ

れていると伺っております。 

 対策としましては、周波数の分析等により東北新幹線において、車輪がレール上を転がること

で発生する転動音が原因である可能性が高いことが想定されております。問題のある車両の車輪

を削正し、東北新幹線の区間で 75 デシベルを超過している４地点にて削正前後で騒音測定を実施

し、いずれも削正後騒音が軽減したことから、今後、計画的に東北新幹線の車輪の削正を行い、

対策の結果を次回以降の 10 県協議会で報告できるようにしたいと伺っております。 

 

○齊藤委員 

 ありがとうございます。 

 もう１つ質問ですが、令和７年度の測定地点が、概ね経年的に基準を超過していることと思い

ます。令和６年度新たに滝沢市で超過したことから令和７年度の計画に追加されたと理解しまし

たが、もし、来年度も超過した場合には定点となることでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

 定点となることを想定しております。毎年、測定が基準値未満であることからローリングとな

っていた経緯がございますので、超過した場合は、今後もモニタリングしていくことになるかと

思います。 

 

○齊藤委員 

 分かりました。先ほど JR 東日本の本社の方からのお話で、騒音の低減に向けて対応中であると

説明いただきましたので、例えば、超過地点で定点観測している箇所については、車両の対策前

後でどのような変化があったのか、経年変化をグラフや表で示していただきたいです。 

 

○事務局 

 御意見ありがとうございます。 

 

○小野澤委員 

 資料４－１、基準値を達成していない地点について、評価の仕方が住宅の戸数なので住民にと

って悪い影響を与えている可能性が考えられますが、ピンポイントで対策可能なのか、交通量が

多い等の要因で達成が難しい地点なのか教えていただきたいです。 

 あと、資料４－１参考で令和５年度の区間の達成状況を、地域名で示しているものがございま

すが、山田町の国道 45 号線が 32％と昼間なのに達成率が低い地点があり、これについても理由
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等ございましたら教えていただきたいです。 

 

○事務局 

 まず、１点目に御質問いただいた件について、測定結果は環境省を通じて、国立環境研究所の

システムを用いて個別地点の達成状況を公表しております。この結果から国土交通省等の道路整

備を担当する部署が情報収集をした上で、対応しております。また、住民への影響について、測

定は室内で行っていないため、防音工事が済んでいる住宅は、騒音の影響を受けにくいと考えら

れますが、個別の住宅の状況は反映されておりません。 

 次に、２点目に御質問いただいた件について、（山田町国道 45 号線の区間を投影）こちらの区

間ですが、アパートが２棟合わせて 19戸あり、資料４－１参考の３ページ目で達成状況が 32.1％、

つまり 28 戸のうち 19 戸で達成しなかったのが、このアパートとなります。評価対象の戸数がア

パートに集中していたため、結果的に達成率が低くなってしまいました。 

 また、こちらのアパートは震災前から建っており、震災後に大きなインターチェンジができた

ことなども影響していると考えられます。 

 実際に居住している方からの苦情について、山田町から伺いましたが、令和２年度から遡って

も記録はないとのことで、別件で町の担当者が訪問したところ昼間に留守にする方が多く、実際

には気づいていない部分が大きいのではないかとのことでした。もし、住民から苦情などの声が

上がってきた場合には、山田町と連携して情報収集等を行いたいと考えております。 

 

○小野澤委員 

 ありがとうございます。 

 １点目について、継続的に基準を超過する状況になるような地域であれば、具体的に道路計画

なり、道路整備上の工夫をどうしていくのかというところにもう１歩踏み込んで対策ができると

よいと思います。 

 私も県や国の道路整備の委員会でお仕事をさせていただきますが、実際に道路ができたら、沿

道の生活者の方はどうかっていうところまでは、配慮できない部分は正直あると思いますので、

逆に数戸であれば、技術的に対応できる可能性もあるため、道路の完成後に考えるというよりは、

今の技術であれば早く予想することは可能だと思いますので、ピンポイントにこういう環境のと

きには非常に条件が悪くなるということは、データの蓄積があると思いますから、可能な限り具

体的に反映できるような、国、県及び市町村の道路整備と環境が繋がりをもつ仕組みの形成を続

けていただきたいというのが要望です。 

 ２点目について、達成率が低くなった経緯が分かりました。人に対する影響を把握するために

戸数を単位にして、達成率を確認するって仕組みになっていると思いますが、一方で、実態との

乖離があることも起きかねないので、地点ごとの達成状況の把握と１地点で居住者が多ければ、

影響が大きいということも把握する必要があるので、戸数の確認の他に地点での状況の確認も併

せて必要だと先ほどの説明を聞いて思いました。 

 あと資料４－１参考の２ページ目、町村別の達成状況について、紫波町の近接空間における達
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成率が 73％で一番低いと思いますが、これも多分人口が密集していることが原因と考えられます

ので、影響受ける人が多いということは、この数字で把握できると思いますが、先ほど申し上げ

たとおり、戸数の確認と地点での状況の確認が必要だという印象を持ちました。 

 

○事務局 

 御意見ありがとうございます。 

 

○小野寺委員 

 資料４－１の１ページ目、要旨のところで騒音規制法に基づく規制地域を有する 11町村が常時

監視の実施区間の対象となっていますが、騒音規制法に基づく規制地域というものは何をもって

決められているか詳しく教えていただけますでしょうか。質問の意図としては、花巻市及び北上

市がなぜ規制地域となっていないのかが疑問です。 

 

○事務局 

 環境関連法便覧の 167 ページの第２節、規制基準等の１地域の指定という項目がございまして、

14 市 10 町１村において、規制地域が指定されております。同ページに指定地域の区域の区分と

いうものがございますが、都市計画法の用途地域に合わせて当てはめを行っております。こちら

は市町村で策定されている都市計画法に基づく都市計画というもので、用途地域が指定され、都

市計画により当てはめられているところですが、その都市計画を定めるのが、各市町村の都市計

画課等になりますので、市町村が定めた都市計画の用途地域の類型をこちらの 164 ページの表に

記載されている用途地域ごとに、類型の当てはめの地域指定をする事務を町村は岩手県が行い、

市は、市が行っているので、御質問があった花巻市及び北上市について、岩手県では測定を行っ

ておりません。 

なお、市の測定は、市から直接環境省へ報告するような形になっています。 

 

○小野寺委員 

 ありがとうございます。市の測定結果は環境省に報告しているから、資料には反映されてこな

いということですね。 

 県の環境審議会大気部会での把握というのは、市の環境審議会等で報告しているから問題ない

ということでしょうか。 

 

○事務局 

 市の環境審議会等の報告は、申し訳ございませんが、事務局で把握しておりませんのでお答え

できませんが、報告事項としては県で実施している測定の内容となります。 

 

○小野寺委員 

 市の部分については、市の管轄であるため、県が意見する余地はないと思いますが、県が把
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握する必要があるのかどうかということに加えて、地域の騒音の度合いが他と比較したいとなっ

た場合、どこで公表されているのか教えていただけますでしょうか。 

 

○事務局 

 市から環境省に報告されたデータにつきましては、先ほどの国立環境研究所のシステムを通じ

て、一般的に公表されておりますので、基準超過がある地点というのは、道路の敷設等の計画を

策定する際に参考資料として用いていることを伺っております。引き続き、情報収集等をしなが

ら、市町村からの情報というのも、岩手県の方でも把握に努めていきたいと考えております。 

 また、大気部会では、市の策定結果について、御報告させていただくことはありませんが、毎

年、年度末に岩手県や市町村等で騒音等を測定した結果を取りまとめて、データブックという形

で県のホームページで公表しております。 

 

○小野寺委員 

 ありがとうございます。市の測定結果について、県の管轄ではないけれども、大気部会に情報

提供する必要があるのではないかなと思いますので、参考までに共有できる資料があれば、共有

していただくよう検討いただければと思います。 

 

○事務局 

 御意見ありがとうございます。 

 

○丹野部会長 

 非常に貴重な御意見いただいたと思いますので、御検討いただくようお願いします。 

 

○丹野部会長 

 他に無いようですので、以上で報告事項を終了します。 

 

(３) その他 

 

○丹野部会長 

 事務局から何かありますか。 

 

○事務局 

 特にありません。 

 

○丹野部会長 

 委員の方は何かありますでしょうか。 
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（なし） 

 

○丹野部会長 

 無いようですので、その他の事項も終了します。 

 

○丹野部会長 

 それでは、本日の議事は以上をもちまして終了いたします。御協力ありがとうございました。 


